
 

公告第４０―１号 

令和７年６月３日 

 

変 更 公 告 

 

分任契約担当官 

陸上自衛隊福知山駐屯地 

第３４９会計隊長 塩津 幸孝 

 

公告第４０号「福知山（７）１１２号建物建具等改修工事（令和７年５月１２

日）」に係る入札について、内容の一部を下記のとおり変更するので、関係事項

を承知のうえ参加されたい。 

 

１ 変更事項 

 仕様書を別添のとおり変更する。 

 

２ 入札に関する事項の問い合わせ先 

  〒６２０－８５０２ 京都府福知山市字天田無番地 

  陸上自衛隊福知山駐屯地 第３４９会計隊 契約班 山下 

  TEL  0773-22-4141（内線 347） 

  FAX  0773-22-9549 

  Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp 



３　工事場所：京都府福知山市字天田無番地（陸上自衛隊福知山駐屯地）

種 別

陸 上 自 衛 隊 福 知 山 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科

４　工事概要

備　考工　種 数　量項　目 単　位

㎡　養生・清掃・後片付け

　内部仕上足場 ㎡

　

仮設工事

　仕様書①

1

2

1

工 事 仕 様 書

１　工事件名：福知山（７）１１２号建物建具等改修工事

２　工事工期：契約締結日～令和７年１０月３１日（金）

　　（実施時期：令和７年８月下旬～９月下旬）

土工事 　人力掘削・人力埋戻

　軽量鋼製両開き戸　ｶﾊﾞｰ工法

　ﾃﾝｷｰ錠　

　ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ

　ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　C型

　型板ｶﾞﾗｽ　厚4mm程度

　ｶｰﾃﾝ　遮像ﾀｲﾌﾟ

　目隠しｼｰﾄ張り　不透視　白

　目隠し固定ﾙｰﾊﾞｰ　壁付

建具工事
建築工事

　　速に処理すること。

　　ととし、了解を得たのち工事を実施すること。

 (9)　工事に際し、関係各官公署等への届出等が必要である場合については請負業者の責任において迅

 (8)　請負業者は、工事実施に先立ち、監督官と協議のうえ工事工程表を作成し、監督官に提出するこ

　　官に申し出て所要の手続き後、使用料金は官側の算定に基づき請負業者が支払うこと。

 (7)　駐屯地からの電気・給水は使用しないものとする。ただし、駐屯地より使用する場合は事前に監

　　実施する場合は、事前に監督官に届出て指示に従い実施すること。

 (6)　工事時間は午前８時１５分から午後５時までとし、時間外・土曜日・日曜日及び祝日等に工事を

　　　工事の都合上やむを得ず立ち入る場合は、監督官と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。

　　工事場所以外の立ち入りを禁止する。

 (5)　駐屯地規定により、喫煙は特定の場所で行い、施工中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。また

 (4)　図面に記載なき材料及び工法等は標準仕様書によるほか、使用する材料等の仕様による。

 (3)　工事は、全て丁寧かつ確実に実施すること。

　　実に実施すること。

　　るものとし、特に記載、指示がなくとも技術的に当然なすべきことは契約相手方の負担により、確

 (2)　本工事は、本仕様書及び図面によるほか、次に挙げる標準仕様書及び監督官の指示により施工す

５　一般事項

 (1)　本仕様書は、「福知山（７）１１２号建物建具等改修工事」に摘要する。

　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」

(10)　工事に際し、製作図・承認図・図面及び見本等が必要であると考えられる場合、もしくは監督官

　　から指示があった場合については速やかに監督官に提出し、了解を得ること。

(11)　請負業者は、工事の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。

　　　項目は、着工前・実施中・見隠れ部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とし、作業完了後

　　速やかにＡ４判アルバムに整理のうえ提出すること。

(12)　工事は請負業者の責任施工とし、施工に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示

　　に従い速やかに復旧すること。

(13)　着工に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本工事は、図面より現地の取合いを優先する。

(14)　現場の納まりや取合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付工法を変更する場合は、監

　　督官の指示を受けて行うこと。

　　　また、これにより数量を多少増減する等の軽微な変更が生じた場合においては、請負金額の変更

　　及び工期の延長はしないものとする。

(15)　工事に際し、新設または既設部分への補強及び養生等が必要と思われる箇所については、適切に

　　処置を施すこと。

(16)　工事中の安全管理には十分留意し、必要に応じて保安灯等の危険防止のための措置を講ずるもの

　　とする。

(17)　発生材（金属類で売却可能品）については、監督官の指示する場所に集積し、種類別に整理し、

　　発生材調書と共に官側に引継ぐものとする。

　　　なお、その他の発生材については、請負業者の責任において場外処分することとする。この際、

　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき適正に処理し、マニフェストの写し（Ａ、Ｂ２、Ｄ、

　　Ｅ票）を工期末までに提出できるよう処分すること。

　　　なお、マニフェストについては、請負業者負担とし、処理及び収集運搬の委託契約書及び許可書

　　の写しを提出すること。

(18)　本工事の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。

　　ア　内訳明細書　　　　　　　　　　（契約後速やかに）

　　イ　工程表　　　　　　　　　　　　（契約後速やかに）

　　ウ　現場代理人等通知書　　　　　　（契約後速やかに）

　　エ　現場代理人経歴書　　　　　　　（契約後速やかに）

　　オ　下請負者通知書　　　　　　　　（契約後速やかに）

　　カ　工事打合せ簿　　　　　　　　　（その都度）

　　キ　着手届　　　　　　　　　　　　（工事着工時）

　　ク　材料等承認願　　　　　　　　　（その都度）

　　ケ　工事材料搬入報告書　　　　　　（その都度）

　　コ　完成通知書　　　　　　　　　　（工事竣工時）

　　サ　出荷証明書　　　　　　　　　　（その都度）

　　ス　発生材調書　　　　　　　　　　（工事竣工後速やかに）

　　シ　工事写真　　　　　　　　　　　（工事竣工後速やかに）

(19)　本工事の完成検査は、工事完了後、検査官が本仕様書に基づき検査を実施し合格をもって完了と

　　する。その際、手直しが生じた場合速やかに手直しを実施し、再度検査を実施し合格をもって完了

　　とする。

(20)　その他不明な事項等はその都度監督官と協議すること。
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工 事 名 　福知山（７）１１２号建物建具等改修工事 図面番号

縮 尺 －
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　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装　撤去・復旧

　軽量鋼製両開き戸

　廃棄物処分　ｶﾞﾗｽ
撤去工事

㎡

箇所

式
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1

　ｱﾙﾐ形材ﾌｪﾝｽ

1

箇所1














